
  
 

一

 
 

 

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付

金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
号
中
「
十
五
年
」
を
「
二
十
年
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
号
中
「
慢
性
Ｃ
型
肝
炎
が
進
行
し
て
、
肝
硬
変
若
し
く
は
肝
が
ん
に
罹り

患
し
、
又
は
死
亡
し
た
者
」
を
「
次
に

掲
げ
る
者
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

イ 

慢
性
Ｃ
型
肝
炎
が
進
行
し
て
、
肝
硬
変
若
し
く
は
肝
が
ん
に
罹り

患
し
、
又
は
死
亡
し
た
者 

 
 

ロ 

Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
劇
症
肝
炎
（
遅
発
性
肝
不
全
を
含
む
。
）
に
罹
患
し
て
死
亡
し
た
者 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 



 

  
 

二

２ 

特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎

感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
こ
の
法
律
に
よ

る
改
正
後
の
法
第
六
条
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
既
に
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
給
付
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
相

続
人
に
対
し
、
給
付
金
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
付
金
の
額
は
、
同
号
に
定
め
る
額
か
ら
こ
の
法
律

の
施
行
前
に
既
に
支
給
さ
れ
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
の
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。 

 

（
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

３ 

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
百
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

 

第
百
九
条
の
二 

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済



  
 

三

す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
第
四
条
中
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
確
定
判
決
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
又
は
謄

本
」
を
「
若
し
く
は
謄
本
又
は
確
定
判
決
等
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
当
該
書
面
の
内
容
が

当
該
確
定
判
決
等
の
内
容
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
」
に
改
め
る
。 

 





  
 

五

 
 

 
 
 

理 

由 

 

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付

金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
状
況
に
鑑
み
、
給
付
金
の
請
求
期
限
を
延
長
す
る
と
と

も
に
、
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
劇
症
肝
炎
に
罹り

患
し
て
死
亡
し
た
者
に
係
る
給
付
金
の
額
を
引
き
上
げ
る
等
の
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 
 





  
 

七

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
給
付
金
支
給
等
業
務
に
要
す
る
費
用
と
し
て
約
四
十
二
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


